
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
抗菌剤及び多分子系ホスト化合物からなる包接化合物である非さらし粉系抗菌剤と、燐酸
水素カルシウム２水和物、燐酸３カルシウム無水物、燐酸水素マグネシウム３水和物、燐
酸水素マグネシウム８水和物 酸カルシウム２水和物、アセト酢酸－ｐ－トルイダイド
、アセト酢酸－ｏ－アニシダイド、ソルビトールから選ばれる１種又は２種以上の基材と
を加圧成形してな

ことを特徴とするヌメリ防除剤。
【請求項２】
多分子系ホスト化合物が、次の（１）から（２５）の化合物からなる群から選ばれる１種
又は２種以上の化合物であることを特徴とする請求項１記載のヌメリ防除剤。
（１）テトラキスフェノ－ル類
（２）１，１，６，６－テトラフェニル－２，４－ヘキサジイン－１，６－ジオール
（３）１，６－ビス（２－クロロフェニル）－１，６－ジフェニルヘキサン－２，４－ジ
イン－１，６－ジオール
（４）１，１，４，４－テトラフェニル－２－ブチン－１，４－ジオール
（５）２，５－ビス（２，４，ジメチルフェニル）ハイドロキノン
（６）１，１－ビス（２，４，ジメチルフェニル）－２－プロピン－１－オール
（７）１，１，２，２－テトラフェニルエタン－１，２－ジオール
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（８）１，１′－ビ－２－ナフトール
（９）９，１０－ジフェニル－９，１０－ジヒドロキシアントラセン
（１０）１，１，６，６－テトラ（２，４－ジメチルフェニル）－２，４－ヘキサジイン
－１，６－ジオール
（１１）９，１０－ビス（４－メチルフェニル）－９，１０－ジヒドロキシアントラセン
（１２）１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン
（１３）Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラキス（シクロヘキシル）－（１，１′－ビフェニル
）－２－２’－ジカルボキシアミド
（１４）４，４′－スルホニルビスフェノール
（１５）４，４′－ブチリデンビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）
（１６）２，２′－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）
（１７）４，４′－チオビス（４－クロロフェノール）
（１８）２，２′－メチレンビス（４－クロロフェノール）
（１９）デオキシコール酸
（２０）コール酸
（２１）α，α，α′，α′－テトラフェニル－１，１′－ビフェニル－２，２′－ジメ
タノール
（２２）ｔ－ブチルヒドロキノン
（２３）２，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルヒドロキノン
（２４）顆粒状コーンスターチ
（２５）１，４－ジアザビシクロ－（２，２，２）－オクタン
【請求項３】
抗菌剤が、５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オンであることを特徴と
する請求項１又は２記載のヌメリ防除剤。
【請求項４】
ヌメリ防除剤が、溶解調節剤としてＣ１ ４ ～Ｃ２ ４ の飽和脂肪酸を含有することを特徴と
する請求項１～３のいずれか記載のヌメリ防除剤。
【請求項５】
Ｃ１ ４ ～Ｃ２ ４ の飽和脂肪酸が、ステアリン酸であることを特徴とする請求項４記載のヌ
メリ防除剤。
【請求項６】
最大長が３０ｍｍ以下である錠剤に加圧成形することを特徴とする請求項１～５のいずれ
か記載のヌメリ防除剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、台所流し台や風呂場の排水口等のように雑菌やカビ等の代謝物によりヌメリが
発生する箇所に設け、ヌメリを取り、ヌメリの発生を防止するヌメリ防除剤に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
台所流し台や風呂場の排水口のヌメリの主成分は、食材、界面活性剤、石鹸、人の垢等が
細菌の栄養源となり、そのとき細菌から分泌されるポリサッカライドである。
【０００３】
このようなヌメリ成分の除去方法として、市販のヌメリ取りには酸化剤が広く用いられ、
中でも塩素系さらし粉を用いてヌメリを化学的に分解除去する方法や、雑菌やカビ等を殺
菌する方法が用いられている。また、非塩素系の酸化剤として一般に使用されている過炭
酸ナトリウムを用い、同様な効果を得ている場合が多い。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、上記のようなさらし粉系ヌメリ取り剤では、有効成分の次亜塩素酸系物質
は強力な酸化力を有しており、流し台やその周辺の金属を腐食に追いやる危険性があり、
かつ有毒性の塩素ガスを発生する。特に食酢等の酸性物質と反応すると塩素ガスの発生量
が増加し危険な状態となる。また、トリクロロイソシアヌル酸などを有効成分とするイソ
シアヌル酸系薬剤にあってはアルカリ性の洗剤や次亜塩素酸ナトリウム系の洗剤と接触す
ると爆発性を有する三塩化窒素ガスを発生する可能性がある。
【０００５】
また、非塩素系の酸化剤である過炭酸ナトリウムは溶解度が高く、水と接触すると速やか
に溶解してしまうことから、効果の持続性の面から期待はできない。
本発明の課題は、上記のような危険性がなく、安全性や取扱い性に優れ、適度な溶解性を
保持したヌメリ防除剤を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記課題を解決するため、鋭意研究した結果、抗菌剤、特に抗菌剤と多分
子系ホスト化合物とからなる包接化合物と特定の基材との加圧成形物が、上記のような危
険性がなく、安全性や取扱い性に優れ、適度な溶解性を保持し、ヌメリ防除効果を有する
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
すなわち、本発明は、５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン等の抗菌
剤とテトラキスフェノ－ル類等の多分子系ホスト化合物とからなる包接化合物である非さ
らし粉系抗菌剤と、燐酸水素カルシウム２水和物、燐酸３カルシウム無水物、燐酸水素マ
グネシウム３水和物、燐酸水素マグネシウム８水和物 酸カルシウム２水和物、アセト
酢酸－ｐ－トルイダイド、アセト酢酸－ｏ－アニシダイド、ソルビトールから選ばれた１
種又は２種以上の基材とを加圧成形してなることを特徴とするヌメリ防除剤に関する。
【０００８】
また本発明は、これらヌメリ防除剤が溶解調節剤としてステアリン酸等のＣ 1 4～Ｃ 2 4の飽
和脂肪酸を含有することを特徴とするヌメリ防除剤や、最大長が３０ｍｍ以下である錠剤
に加圧成形されたことを特徴とする上記ヌメリ防除剤に関する。
【０００９】
【本発明の実施の形態】
本発明における非さらし粉系抗菌剤としては、抗菌剤及び多分子系ホスト化合物からなる
包接化合物であれば特に制限されるものではなく、抗菌剤としては、その使用時に酸性物
質等と反応して塩素ガスを発生しないものであればどのようなものでも使用することがで
き、例えば、一般的な防黴剤又は抗細菌剤として知られている化合物及び抗菌作用を有す
るとして知られている天然製油類等を例示することができる。
防黴剤又は抗細菌剤としては、例えば、５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－
３－オン、２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン、４，５－ジクロロ－３－ｎ－オ
クチル－イソチアゾリン－３－オン、１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン、２－メ
トキシカルボニルベンズイミダゾール、２，３，５，６－テトラクロロ－４－メタンスル
ホニルピリジン、２－チオシアノメチベンゾチアゾール、２，２－ジチオ－ビス－（ピリ
ジン－１－オキサイド）、３，３，４，４－テトラハイドロチオフェン－１，１－ジオキ
サイド、４，５－ジクロロ－１，２－ジチオラン－３－オン、５－クロロ－４－フェニル
－１，２－ジチオラン－３－オン、Ｎ－メチルピロリドン、フェニル－（２－シアノ－２
－クロロビニル）スルホン、メチレンビスチオシアネート、２－ブロモ－２－ニトロプロ
パン－１，３－ジオール、２，２－ジブロモ－２－エタノール、２－ブロモ－４′－ヒド
ロキシアセトフェノン、ジブロモニトリルプロピオンアミド、２－ブロモ－２－ブロモメ
チルグルタルニトリル、過炭酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過ほう酸ナトリウム、オル
トフェニルフェノール、ジフェニル、２－イソプロピル－５－メチルフェノール、パラク
ロロメタキシレノール、パラヒドロキシ安息香酸ｎ－ブチル、パラヒドロキシ安息香酸エ
チル、パラヒドロキシ安息香酸メチル、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩
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酸クロロへキシジン、グルコン酸クロロヘキシジン、２－ピリジンチオール－１－オキサ
イド、２－ピリジンチオール－１－オキシド亜鉛塩、２－ピリジンチオール－１－オキシ
ドナトリウム、Ｎ，Ｎ′－ヘキサメチレンビス（４－カルバモイル－１－デシルピリジニ
ウムブロマイド）、４，４′－（テトラメチレンジアミノ）ビス（１－デシルピリジニウ
ムブロマイド）等を具体的に挙げることができる。
【００１０】
また、天然製油類としては、例えば、シネオール、ヒノキチオール、メントール、テルピ
ネオール、ボルネオール、ノポール、シトラール、シトロネラール、シトロネロール、ゲ
ラニオール、リナロール、ジメチルオクタノール、チモール等を例示することができる。
【００１１】
これら抗菌剤は、単独又は２種以上混合して使用することができる。
【００１２】
本発明において非さらし粉系抗菌剤とともに使用される基材は、燐酸水素カルシウム２水
和物、燐酸３カルシウム無水物、燐酸水素マグネシウム３水和物、燐酸水素マグネシウム
８水和物、バニリン、クエン酸カルシウム４水和物、硫酸カルシウム２水和物、アセト酢
酸－ｐ－トルイダイド、アセト酢酸－ｏ－アニシダイド、ソルビトールから選ばれ、これ
らは、単独で使用することも、あるいは２種以上混合して使用することもできるが、加圧
形成した時の打錠性、水に対する溶解性、崩壊性、抗菌剤の安定性への影響を考慮して決
定することが望ましい。
【００１３】
また、基材としては、中性の物質であり、次亜塩素酸を含む市販の洗浄剤との混合により
塩素ガスの発生を増加させることがないものが好ましい。そしてまた、特に非さらし粉系
抗菌剤として、ソルビトール、硫酸カルシウム水和物が好ましい。
【００１４】
本発明において多分子系ホスト化合物とは、ゲストとなる抗菌剤と水素結合等の分子間力
により相互作用を持ち、規則的配列を有する、結晶性錯体（包接化合物）を形成する化合
物をいい、上記の性質を有する化合物であれば特に制限されないが、例えば以下の化合物
を例示することができる。
（１）テトラキスフェノ－ル類
（２）１，１，６，６－テトラフェニル－２，４－ヘキサジイン－１，６－ジオール
（３）１，６－ビス（２－クロロフェニル）－１，６－ジフェニルヘキサン－２，４－ジ
イン－１，６－ジオール
（４）１，１，４，４－テトラフェニル－２－ブチン－１，４－ジオール
（５）２，５－ビス（２，４，ジメチルフェニル）ハイドロキノン
（６）１，１－ビス（２，４，ジメチルフェニル）－２－プロピン－１－オール
（７）１，１，２，２－テトラフェニルエタン－１，２－ジオール
（８）１，１′－ビ－２－ナフトール
（９）９，１０－ジフェニル－９，１０－ジヒドロキシアントラセン
（１０）１，１，６，６－テトラ（２，４－ジメチルフェニル）－２，４－ヘキサジイン
－１，６－ジオール
（１１）９，１０－ビス（４－メチルフェニル）－９，１０－ジヒドロキシアントラセン
（１２）１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン
（１３）Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラキス（シクロヘキシル）－（１，１′－ビフェニル
）－２－２’－ジカルボキシアミド
（１４）４，４′－スルホニルビスフェノール
（１５）４，４′－ブチリデンビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）
（１６）２，２′－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）
（１７）４，４′－チオビス（４－クロロフェノール）
（１８）２，２′－メチレンビス（４－クロロフェノール）
（１９）デオキシコール酸
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（２０）コール酸
（２１）α，α，α′，α′－テトラフェニル－１，１′－ビフェニル－２，２′－ジメ
タノール
（２２）ｔ－ブチルヒドロキノン
（２３）２，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルヒドロキノン
（２４）顆粒状コーンスターチ
（２５）１，４－ジアザビシクロ－（２，２，２）－オクタン
【００１５】
上記多分子系ホスト化合物におけるテトラキスフェノ－ル類としては、例えば、１，１，
２，２－テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、１，１，２，２－テトラキス（
３－フルオロ－４－ヒドロキシフェニル）エタン、１，１，２，２－テトラキス（３－ク
ロロ－４－ヒドロキシフェニル）エタン、１，１，２，２－テトラキス（３－メチル－４
－ヒドロキシフェニル）エタン、１，１，２，２－テトラキス（３－メトキシ－４－ヒド
ロキシフェニル）エタン、１，１，２，２－テトラキス（３，５－ジメチル－４－ヒドロ
キシフェニル）エタン、１，１，３，３－テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）プロパ
ン、１，１，３，３－テトラキス（３－フルオロ－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、
１，１，３，３－テトラキス（３－クロロ－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、１，１
，３，３－テトラキス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、１，１，３，
３－テトラキス（３－メトキシ－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、１，１，３，３－
テトラキス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、１，１，４，４－
テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）ブタン、１，１，４，４－テトラキス（３－フル
オロ－４－ヒドロキシフェニル）ブタン、１，１，４，４－テトラキス（３－クロロ－４
－ヒドロキシフェニル）ブタン、１，１，４，４－テトラキス（３－メチル－４－ヒドロ
キシフェニル）ブタン、１，１，４，４－テトラキス（３－メトキシ－４－ヒドロキシフ
ェニル）ブタン、１，１，４，４－テトラキス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）ブタン、１，１，５，５－テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）ペンタン、１，
１，５，５－テトラキス（３－フルオロ－４－ヒドロキシフェニル）ペンタン、１，１，
５，５－テトラキス（３－クロロ－４－ヒドロキシフェニル）ペンタン、１，１，５，５
－テトラキス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）ペンタン、１，１，５，５－テト
ラキス（３－メトキシ－４－ヒドロキシフェニル）ペンタン、１，１，５，５－テトラキ
ス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）ペンタン等テトラキス（ヒドロキシフ
ェニル）アルカン類を具体的に例示することができる。
【００１６】
本発明に使用される包接化合物は、通常、ゲストとなる非さらし粉系抗菌剤とホスト化合
物とを、場合によっては水あるいは有機溶媒存在下に、常温～１００℃で数分間～数時間
攪拌して反応させることにより容易に得られる。
【００１７】
本発明において非さらし粉系抗菌剤と基材との混合割合は、使用状況が様々であることか
ら、該非さらし粉系抗菌剤（包接化合物）２～３０重量部、基材９８～７０重量部の混合
割合が好ましい。
【００１８】
本発明のヌメリ防除剤は、非さらし粉系抗菌剤と基材とを加圧成形することにより得られ
るが、加圧成形する際には、必要に応じてステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネ
シウム、ステアリン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、オルトほう酸等の滑沢剤を、全
ヌメリ防除剤１００重量部に対して０．１～５重量部の割合で、ヒドロキシプロピルセル
ロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等の結合
剤を、全ヌメリ防除剤１００重量部に対して１～１５重量部の割合で添加することにより
、加圧成形を容易にすることができる。
【００１９】
成形時の滑沢性を付与するのと同時に剤の水中での安定性（膨潤、崩壊防止性）を向上さ
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せる目的でステアリン酸などのＣ 1 4～Ｃ 2 4の飽和脂肪酸を添加することができる。特に硫
酸カルシウムを基材として使用した場合、溶解調節剤としてＣ 1 4～Ｃ 2 4の飽和脂肪酸を添
加することが好ましい。Ｃ 1 4～Ｃ 2 4の飽和脂肪酸の添加量は、全ヌメリ防除剤１００重量
部に対して１～１０重量部の割合で用いられる。１０重量部以上添加することもできるが
溶解速度が遅くなる。また、Ｃ 1 4～Ｃ 2 4の飽和脂肪酸としてはステアリン酸やラウリン酸
を具体的に挙げることができるが、上記滑沢剤としてのステアリン酸カルシウム等のＣ 1 4

～Ｃ 2 4の飽和脂肪酸の金属塩は、全ヌメリ防除剤１００重量部に対して１重量部以上の割
合で用いると成形性が損なわれることがあるので、溶解調節剤としての使用は適していな
い。さらに、目的に応じてアルキルチオ尿素系やトリアゾール系等の腐食防止剤を添加し
配管などの金属部分の腐食を抑制することもできる。また、ケイソウ土、硫酸白土などを
加えることにより、成形の際、帯電防止効果を付与することもできる。また、各種界面活
性剤を添加することにより有効成分を広くヌメリ発生面に拡散させることができる。その
他、苦味付与成分を添加することにより乳幼児の誤食を防止したり、消臭剤や芳香剤を添
加することにより台所生ゴミや排水口の悪臭を防止することもできる。
【００２０】
本発明のヌメリ防除剤の一態様として、加圧成形により最大長が３０ｍｍ以下である錠剤
とした小型のヌメリ防除剤を例示することができる。かかる小型ヌメリ防除剤は各種公知
の形状をとることが可能であるが、加圧成形が容易であることや狭い場所への設置の容易
さの面から円板形状、角落し四角形状、楕円形状、偏平球形、球状等の形状が好ましく選
択される。またその大きさは、各種排水管や台所のゴミ受け容器等狭い容器内に設置可能
なように、最長部分で３０ｍｍ以下、好ましくは２０ｍｍ以下、特に好ましくは１５ｍｍ
以下である。
【００２１】
本発明の小型ヌメリ防除剤は溶解によりさらに小型化した際の流出を防止するために、通
水性の容器に収納した形態で使用することができる。通水性の容器としては、各種公知の
通水性を有する材質で形成された容器や、非通水性の材質で形成された容器であっても小
型化した錠剤の流出を防止可能で適当な通水性を有する開口部の設置された容器であれば
使用可能であり、不織布や細孔を有する樹脂フィルム等が好ましく使用される。
【００２２】
上記通水性の容器は、排水管内や台所のゴミ受け容器等のヌメリ防除目的部に容器を設置
するために、糸や紐、金属線、樹脂製止め具、粘着材等の各種公知の係止具、好ましくは
粘着テープ部等の係止具を備えたものが好ましい。また、２つの錠剤収納部の間に、錠剤
が存在しない載置部を設けた通水性の容器とし、かかる載置部を台所のゴミ受け容器（通
称三角コーナー）の周縁上端に載置することによりヌメリを防除することができる形態と
することもできる。
【００２３】
【実施例】
以下に、本発明を実施例及び比較例により、さらに具体的に説明するが、本発明の技術的
範囲はこれらの例示に何ら限定されるものではない。
実施例及び比較例
（試料の調製）
表１に示される配合割合の各混合物から加圧成形により、直径３０ｍｍの円柱状の成形物
からなる各試料を調製した。表１中、「ＴＥＰ・ＣＭＩ」はゲスト化合物となる抗菌剤と
して、２モルの５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オンと、多分子系ホ
スト化合物として、１モルの１，１，２，２－テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）エ
タンとの反応により得られた包接化合物を表し、「ブロノポール」は抗菌剤２－ブロモ－
２－ニトロプロパン－１，３－ジオールを表し、「ＴＩＡＡ」は２，３，３－トリヨード
アリルアルコールを表し、「ＨＰＣ」は結合材ハイドロオキシプロピルセルロースを表わ
す。
【００２４】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
（打錠・崩壊試験）
Φ３０ｍｍ金型を設置した連続油圧打錠機に設置し、打錠圧８ｔ／ｃｍ 2で重量１２ｇの
錠剤を打錠し、胴割れ、キャッピング、滑沢性、付着性などについての「打錠性」試験を
行ったところ、すべての試料についての打錠性評価は「○」で、打錠不良を起こしたもの
はなかった。また、これら試料の成形物１錠を２００ｍｌのポリカップに入れ、蒸留水２
００ｍｌを添加し、室温で２４時間放置後の成形物の崩壊状態を観察したところ、いずれ
の試料においても崩壊したものはなかった。
【００２６】
（溶解試験）
成形物１錠を市販のヌメリ取り用収納ケースに入れ、直径１８ｃｍ、高さ５８ｃｍの市販
ピペット洗浄器（洗浄水量：１４．７５Ｌ、洗浄水温：３５～４０℃、洗浄水接触時間：
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３分間、洗浄間隔：６．６分間／回）の水深２５～２９ｃｍの位置に収納ケースごと紐で
吊して設置し、連続的に洗浄して溶解速度を測定した。表１中の数値は、成型物が完全に
溶解するまでの時間を表している。
【００２７】
（性能テスト）
市販のヌメリ取り用収納ケースに各試料（成形物）を入れ、一般家庭の台所の排水口に紐
で引っかけて固定し設置した。使用時の臭気（サラシ粉臭）及びヌメリの付着度合いを黙
視により１ヶ月後に観察した。その結果を表１に示す。表１からもわかるように、比較例
２の試料を除いてはサラシ粉臭がするものはなかった。また、１ヶ月後のヌメリ付着量は
、実施例５のものが評価「△」でわずかにヌメリの付着が認められたが、他のものは評価
「○」でヌメリの付着が認められなかった。
【００２８】
（次亜塩素酸系洗浄剤との混合時の塩素ガス発生試験）
試料１ｇを１００ｍｌのビーカーに入れて蒸留水１００ｍｌを添加し、溶解した液につい
てｐＨメーターでｐＨを測定し、ｐＨ５以下のものを市販次亜塩素酸系洗浄剤との混合に
より塩素ガスが発生する目安とした。その結果を表１に示す。表１からもわかるように、
実施例１～５の試料は評価「○」で塩素ガス発生の恐れがなく、比較例のものは共にｐＨ
５以下を示し、評価「×」で塩素ガス発生の恐れがあることがわかった。
【００２９】
（包接化合物を使用する場合の包接化合物の崩壊試験：包接化合物からの抗菌剤溶出性試
験）
基材が包接化合物の安定性に及ぼす影響をみるために、以下の包接化合物の崩壊試験を行
った。表２に示された各種基材１ｇと蒸留水９８ｇを２００ｍｌのビーカーに入れ、３時
間マグネチックスターラーで攪拌し、飽和状態まで溶解させた後、包接化合物として１ｇ
の上記ＴＥＰ・ＣＭＩを添加し、２４時間マグネチックスターラーで攪拌を行い、その後
溶解液を０．２μのメンブランフィルターで濾過して包接化合物中の抗菌剤の溶出量を測
定した。またブランクとしては、基材無添加の水を用いた。結果を表２に示す。表２中、
「包接崩壊度 (％ )」とは包接化合物からの抗菌剤の溶出割合を意味する。そして、表２か
らわかるように、本発明において用いられる基材は、ブランクと同程度の包接崩壊度であ
ったが、比較のために用いたポリエチレンオキサイドは、包接化合物を高い割合で崩壊さ
せており、この包接崩壊度の点からも本発明において用いられる基材が優れていることが
わかった。
【００３０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
【００３１】
【発明の効果】
本発明のヌメリ防除剤は、塩素臭や腐食の問題もなく、安全性や取扱い性に優れ、安定し
た有効成分の溶出が可能となり、台所流し台や風呂場の排水口等のように雑菌やカビ等の
代謝物によりヌメリが発生する箇所に設け、ヌメリを除去するとともに、ヌメリの発生を
防止することができる。
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